
申請者へのご注意 
 

農業委員会への許可申請の提出については、以下の点にご注意ください。 
 

申請は不許可（却下）になる場合があります。 
・ 農地の権利移動（３条申請）や非農地判断の審査は、農業委員会総会の審議

により判断します。 
・ 転用許可（４条・５条申請）については、市農業委員会が意見書を付けた上

で、兵庫県が判断します。 
 農業委員会事務局では、「申請できるか（書類の数や記載内容が不足してい

ないか）」の確認と、「許可の可能性があるか（これまでの許可事例と法令の

規定から、許可の可能性があるか）」の判断しかできませんので、「事務局が

受付けても、不許可の場合がある」ことにつき、事前にご了承ください。 

 

審査が翌月以後になる場合があります。 
・ 不足書類・記載漏れ・内容不備等について、補正指示をさせていただく場合

があります。また、事務局や農業委員による現地確認や関係者の聞取りを行

う場合もあります。このため、当月の期限までに提出された場合にも、審議

が翌月以後になる場合があることを、ご了承ください。 
・ 特に疎明書による転用申請については、通常関係者の聞取りを行いますので、

翌月以後の審査となる可能性が高くなります。 
・ なお、補正が不可能な場合（補正しても許可の可能性がないと考えられる場

合）、申請の取り下げをお願いしております。 
 

関係者に直接問い合わせする場合があります。 
・ 隣地所有者その他利害関係人に農業委員会から直接問い合わせる場合があ

ります。申請内容の確認のためですので、ご了承ください。 
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